






４ 工場又は事業場の排水口の周辺の公共用水域について定められている 

水質汚濁に係る環境基準その他水質汚濁に係る環境保全上の目標に関 

する事項 

 

(1) 人の健康の保護に関する環境基準 

     項  目       基 準 値       項  目       基 準 値  

カドミウム 0.003 mg/L以下 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006 mg/L以下 

全シアン 検出されないこと トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 

鉛 0.01 mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 

六価クロム 0.02 mg/L以下 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002 mg/L以下 

砒素 0.01 mg/L以下 チウラム 0.006 mg/L以下 

総水銀 0.0005 mg/L以下 シマジン 0.003 mg/L以下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) 検出されないこと ベンゼン 0.01 mg/L以下 

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 セレン 0.01 mg/L以下 

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004 mg/L以下 ふっ素 0.8 mg/L以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 mg/L以下 ほう素 1 mg/L以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04 mg/L以下 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05 mg/L以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 mg/L以下    

   備考：海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

 

(2) 生活環境の保全に関する環境基準 

  排 出 先 の 河 川 、 海 域 名 西川 高梁川   
 環 境 基 準 点 布原橋 一中橋   

 環 境 基 準 類 型 河川A 河川A   

基 
 

準 
 

値 

水 素 イ オ ン 濃 度 6.5～8.5 6.5～8.5   

生物化学的酸素要求量(mg/L) 2mg/L以下 2mg/L以下   

化学的酸素要求量(mg/L)    － －   

浮 遊 物 質 量(mg/L) 25mg/L 以下 25mg/L 以下   

溶 存 酸 素 量(mg/L) 7.5mg/L 以上 7.5mg/L 以上   

大 腸 菌 数(CFU/100mL) 300CFU/100mL以下 300CFU/100mL以下   

n­ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等) (mg/L) － －   

全  窒  素(mg/L) － －   

全     燐(mg/L) － －   
  全  亜  鉛(mg/L) － －   
  ノニルフェノール(mg/L) － －   
  直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(mg/L) － －   

   備考：全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の環境基準については、

備讃瀬戸及び播磨灘北西部に適用する。 

(3) その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標 

 ① ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準 

 ダイオキシン類 1 pg­TEQ/L  

 ② その他  

   農業用水として支障のないこと。 






























